
「犯罪インフラ」とは、犯罪を助長し、又は容易にする基盤のことをいいます。
基盤そのものが合法なものであっても、犯罪に悪用されている状態にあれば、これも
「犯罪インフラ」となります。

例えば、在留資格の不正取得や携帯電話の購入時に利用される「偽造、変造された身分
証明書（免許証・旅券・住基カード等）」、在留資格を不正に取得する為の「偽装結婚・偽装

養子縁組等」様々な物や制度が、「犯罪インフラ」となって、犯罪を助長したり、容易にしている
現状があります。

犯罪者や不法滞在者は、不正な方法で各種の申請を依頼するおそれがあります。
ご自身の仕事や職域を守るためにも

「契約時には、免許証や旅券など現物による本人確認」
をお願いします。
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